
１．介護報酬に係る費用　（入所者１割負担分）（地域加算：1単位＝10.68円） 令和7年2月1日

項　　　目 要介護 単位　・ 　日額 月　　額 内容等の説明

要介護　１ ７１７単位　　７６６円 ２２，９８０円

要介護　２ ７６３単位　　８１５円 ２４，４５０円

要介護　３ ８２８単位　　８８４円 ２６，５２０円

要介護　４ ８８３単位　　９４３円 ２８，２９０円

要介護　５ 　９３２単位　　９９５円 ２９，８５０円

要介護　１ 　７９３単位　　８４７円 ２５，４１０円

要介護　２ 　８４３単位　　９００円 ２７，０００円

要介護　３ 　９０８単位　　９７０円 ２９，１００円

要介護　４ 　９６１単位 １,０２６円 ３０，７８０円

要介護　５ 　１０１２単位 １,０８１円 ３２，４３０円

認知症ケア加算 　　７６単位　　　８１円 ２，４３０円 認知症利用者に対し、職員を配置し専門的にケアを行った場合

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位　　　７円 ２１０円 介護福祉士が50％以上配置されている場合。または看護・介護職員の総数のうち常勤職員が75％以上。

夜勤職員配置加算 　　２４単位　　　２６円 ７８０円 入所者２０人に対し１名の夜勤職員を配置している場合

栄養マネジメント強化加算 　　11単位　　　１２円 ３６０円 管理栄養士を配置し栄養ケア計画に従った栄養状態や心身の状況確認おこない、提出した情報を栄養管理に生かした場合

療養食加算 　　６単位/回　　　１９円 ５７０円 医師の指示に基づき、適切な栄養量等の食事提供を行った場合（1日につき3回を限度）

経口移行加算 　　２８単位　　　３０円 ９００円 経管摂取の方に対する経口移行計画に基づく栄養管理を行った場合

経口維持加算（Ⅰ） ４００単位/月 ４２７円/月

①経口で食事摂取する者で、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対し、医師・歯科医師の指示で、医師・歯科医
師・管理栄養士・看護師・ケアマネジャー等が共同して、入所者の栄養管理のための食事観察および会議等を行う。
②入所者ごとに経口による継続的な食事摂取を進めるための経口維持計画を作成する。
③計画に従い医師・歯科医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が栄養管理を実施する。

経口維持加算（Ⅱ） １００単位/月 １０７円/月
協力歯科医療機関を定めている施設が、同加算（I）を算定していて、（I）①の会議等に医師・歯科医師・歯科衛生士又は言語聴
覚士が加わった場合

口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９０単位/月 ９６円/月 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が計画を作成し、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行った場合

口腔衛生管理加算（Ⅱ） １１０単位/月 １１７円/月 （Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に係する計画作成、提出し、情報活用を行った場合

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 　　２５８単位　　２７６円 ２７６円×回数
入所後３カ月以内に集中的に（週３回）個別リハビリを行った場合。かつ、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を
行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直していること。

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 　　２００単位　　２１４円 ２１４円×回数 入所後３カ月以内に集中的に（週３回）個別リハビリを行った場合

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 　　２４０単位　　２５６円 ２５６円×回数
認知症入所者の生活機能の改善を目的とした、記憶訓練、日常生活活動の訓練を実施した場合（週３回まで）　入所者が退所後
生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成してい
ること

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 　　１２０単位　　１２８円 １２８円×回数 認知症入所者の生活機能の改善を目的とした、記憶訓練、日常生活活動の訓練を実施した場合（週３回まで）

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ） ５３単位/月 ５７円/月
①口腔衛生管理加算（Ⅱ）、栄養マネジメント加算を算定。②リハビリテーション計画書の内容について、リハビリテーション・機能
訓練・口腔・栄養の情報を関係職員で共有。その際、LIFEの情報を活用③共有した情報を踏まえ計画書の見直しを行い共有す
る

排せつ支援加算（Ⅰ） １０単位/月 １１円/月

①入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて医師または医師と連携した看護師が入所時に評価するとともに、6月に1
回以上、評価を行い、その結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施にあたり当該情報その他排せつ支援の適
切かつ有効な実施に必要な情報を活用する場合
②①の評価の結果、排せつに介護を要する入所者で、適切な対応を行うことで要介護状態の軽減が見込まれる者について医
師・看護師・ケアマネジャー等が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成
し、支援を継続して実施する。③①の評価に基づき、3月に1回以上、入所者ごとに支援計画を見直す

排せつ支援加算（Ⅱ） １５単位/月 １６円/月 ①（Ⅰ）を満たす②（Ⅰ）①の評価の結果、以下（ア）、（イ）のいずれかを満たす場合

排せつ支援加算（Ⅲ） ２０単位/月 ２１円/月
①（Ⅰ）を満たす②（Ⅰ）①の評価の結果、以下（ア）、（イ）のいずれも満たす場合
（ア）要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時と比較して排尿または排便の状態のいずれかが改善し、いずれも悪化
していない（イ）要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時と比較しておむつ使用「あり」から「なし」に改善した場合

加 算 額

　　介護老人保健施設　　さくら　　（入所）　利用料金表 

基 本 額
（個 室）

介護保健施設
サービス費
Ⅰ　（ⅰ）

基 本 額
（多床室）

介護保健施設
サービス費
Ⅰ　（ⅲ）



科学的介護推進体制加算（Ⅱ） ６０単位/月 ６４円/月 （Ⅰ）の要件に加え入所者の疾病、服薬情報を提出した場合

協力医療機関連携加算（Ⅰ）
５０単位/月（2025年3月31

日までは100単位）
５０単位=５３円

１００単位=１０６円
相談・診療体制を常時確保し緊急時入院を受け入れる体制を確保している協力医療機関の場合。
協力医療機関との間で、利用者の同意を得て病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催。

若年性認知症入所者受入加算   　１２０単位　　１２８円 ３，８４０円 若年性認知症入所者に対しサービスを提供した場合

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００単位 ２１４円 認知症行動または心理症状により、緊急で入所した場合（7日を限度）

外泊時費用 　３６２単位　　３８７円 　　　　　　　１回 居宅における外泊をされた場合（1月6日を限度とし、初日及び最終日を除く）

初期加算（Ⅰ） 　　６０単位　　　６４円 １，９２０円 当該介護老人保健施設の空床情報を地域の医療機関に定期的に情報を共有する（ウェブサイトに公表）

初期加算（Ⅱ） 　　３０単位　　　３２円 ９６０円 入所した日から３０日以内

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） ４５０単位　　４８１円 １回 入所前、もしくは入所後に退所予定先を訪問し、施設サービス計画の策定、診療方針の決定を行った場合

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） ４８０単位　　５１３円 １回 退所予定先を訪問し、計画の策定、生活機能の改善目標を定め、退所後の支援計画を策定した場合

試行的退所時指導加算 　４００単位　　４２７円 　　　　　　　１回 入所者および家族に退所後の療養上の指導を行った場合

退所時情報提供加算（Ⅰ） ５００単位　　５３４円 　　　　　　　１回
居宅へ退所する入所者について、退所後の主治医に対して入所者を紹介する場合、入所者の同意を得て、当該入
所者の診療情報心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者1人につき1回限り算定。

退所時情報提供加算（Ⅱ） 　　　　２５０単位　　２６７円 1回
医療機関へ退所する入所者について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得
て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等1人につき1回限り算定。

入退所前連携加算（Ⅰ） ６００単位　　６４１円 　　　　　　　１回
入所予定日前30日以内または入所後30日以内に、居宅介護支援事業者と連携し、退所後の居宅サービス利用方
針を定めた場合

入退所前連携加算（Ⅱ） ４００単位　　４２７円 1回
退所に先立って居宅介護支援事業者に対し、診療情報を示す文章を添えて必要な情報を提供し、サービス調整の
連携した場合

ターミナルケア加算（１） ７２単位　　　７７円 ７７円×日数 死亡日45日前～31日前

ターミナルケア加算（2） １６０単位　　１７１円 １７１円×日数 死亡日30日前～4日前

ターミナルケア加算（３） ９１０単位　　９７２円 ９７２円×日数 死亡日前々日、前日

ターミナルケア加算（４） １，９００単位 ２，０２９円 死亡日

所定疾患施設療養費（Ⅰ） ２３９単位　　２５５円 1回/月連続７日まで 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪が発症した入所者へ投薬、検査、注射、処置等を行った場合

所定疾患施設療養費（Ⅱ） ４８０単位　　５１３円 1回/月連続10日まで （Ⅰ）を満たし医師が感染症に関する研修を受講している場合

緊急時施設療養費（緊急時治療管理） 　 ５１８単位　　５５３円 １回 救急救命医療が必要となる場合において、緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行った場合。（連続3日まで）

新興感染症等施設療養費 　 ２４０単位　　２５６円 1回 入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切
な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度とし算定。

安全対策体制加算 ２０単位　　２１円 1回 事故防止の為、研修を受けた担当者を配置、安全管理部門を設置し体制を整備した場合

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 51単位　　　54円 1,620円 在宅復帰・在宅療養支援等指標（在宅復帰率等）が40点以上。

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

４３円/月科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

　　　計算方法　：　月の合計単位数　×　7.1%　×　10.68　×　1割　＝　月　額

加 算 額

自立支援促進加算 ３００単位/月 ３２０円/月
医師が入所者ごとに自立支援に係る医学的評価を入所時に行い3月ごとに見直し提出し情報活用した場合。支援
計画の作成しケアを実施した場合（医師が参加し3月に一度計画の見直しを行う）

入所者ごとのADL、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の心身状況を提出し必要に応じてサービス計画
書の見直し、情報の活用を行った場合４０単位/月



２．　運営規程で定められた　「その他の費用」　（利用者負担１０割分）　利用者の希望により提供するもの　（※）消費税含む

項　　　目 日　　　　額 月　　　　額
居住費（個室） １，７１５円 ５１，４５０円 １日あたりの光熱水費及び滞在費

居住費（多床室） ５２５円 １５，７５０円 １日あたりの光熱水費

特別な室料 １，５８０円（※） ４７，４００円 化粧台、タンス・床頭台・家庭用電化製品持込利用可

食　　費 2,184円（朝食541円、昼食780円、夕食707円、おやつ156円） ６５，５２０円

日用品費 実　　　費 ― 入所者またはその家族が、希望された物品についての費用

クラブ活動費
洗濯代 週３回月間延べ１２回清潔保持のため、回収を行う。希望者のみ負担(委託）

理美容代 希望者のみ実費負担　（委託）

Ａセット280円 Ａセット8400円 Ａセット：タオルセット（大判タオル、フェイスタオル、お手拭き）を選択し希望により提供。（委託）単品の提供も可

Ｂセット320円 Ｂセット9600円
銀行振替手数料 ― ９９円（※）
特別行事費 実　　　費 入所者の希望による屋内レクレーション等の実施負担分

特別な食費 実　　　費（※） 入所者の希望により、特別に食事を提供した場合。（別紙同意書により確認いたします）

２，０９５円/通（※）

５，２３８円/通（※）
　★日用品やタオル等セットについて、介助に必要な最低限のものは、基本サービス費に含まれます。

文書料
他施設利用にかかわる診断書（診断書、入所証明書）もしくは、類似する内容の診断書を家族の求めに応じ作成した場合

上記以外の診断書（死亡診断書、年金、生命保険加入用診断書、特定疾患認定申請診断書等）を家族の求めに応じて作成した場合

タオル等セット

預金口座振替に伴う、横浜銀行への手数料

１回　５５０円（※）

Ｂセット：タオルセット＋日用品（歯ブラシ、歯磨き粉、コップ、入れ歯洗浄剤、入れ歯カップ）を選択し希望により提供。（委託）単品の提供も可

実費（※）

内容等の説明

１日あたりの食材料費、（　　）内は１食当たりの食費　直営による、地場産品を使用した食事の提供

実費 手芸・書道・絵画等のクラブ活動を希望された場合のみ負担分


